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福
井
県
下
の
地
主
制

展
開
過
程
の
一
考
察

明
治
・
大
正
期
を
中
心
に
l

上

一
、
課

題

明
治
維
新
以
降
の
日
本
近
代
化
路
線
の
歴
史
的
性

格
を
端
的
に
表
現
す
る
も
の
の
筆
頭
に
、
地
主
制
の

展
開
が
指
摘
さ
れ
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
ο

と
こ
ろ
が
全
国
的
な
地
主
的
土
地
所
有
の
歴
史
過
程

の
具
体
的
動
向
に
つ
い
て
は
、
地
域
的
に
か
な
り
の

差
異
が
見
出
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
福
井
県
下
の
地

主
制
の
展
開
を
、
そ
の
確
立
と
後
退
過
程
に
照
明
を

あ
て
る
と
と
も
に
、
明
治
後
期
以
降
脚
光
を
浴
ぴ
る

機
業
経
営
〈
輸
出
羽
二
重
生
産
〉
と
地
主
制
と
の
注

上

福
井
県
下
の
地
主
制
展
開
過
程
の
一
考
察

い
さ
さ
か
検
討
を
加
え

課・型・県 る目
題・」下なこす
意・ののおとべ
識・地地こにき
を城主のす関
ふ性制さる速
まカずのい υ に
えい展、 つ
るか開「 い
こに過地 て
と具程域
を体に類
イ寸的 、型
言にい論
し表わ」
た出ゆ的
いする視

ο る「角①
か中・か
の間・ら

二
、
明
治
後
期
の
地
主
制
の
確
立

夫

福
井
県
下
の
地
主
制
の
展
開
過
程
は
、
明
治
前
期

の
「
松
方
デ
フ
レ
」
に
よ
る
全
国
的
な
す
う
勢
と
ほ

ぼ
軌
を
同
じ
く
し
、
明
治
一
六
年
(
一
八
八
三
)
〔

小
作
地
率
三
二
了
八
%
〕
i
二
一
年
(
(
一
八
八
八
)

〔四

0
・
一
%
〕
の
小
作
地
率
の
増
大
が
顕
著
で
、

地
主
的
土
地
所
有
の
急
速
な
進
展
が
み
ら
れ
る
ο

そ

し
て
二
五
年
(
一
八
九
二
)
〔
四
二
・
一
二
%
〕
・
三

O
年
(
一
八
九
七
)
〔
四
二
・
五
%
〕
と
漸
増
し
、

さ
ら
に
三
三
年
(
一
九
O
O
)
〔
四
五
・
四
%
〕
の

「
戦
後
第
二
次
恐
慌
」
時
の
増
加
が
目
立
つ
。

と
こ
ろ
で
明
治
二
一
年
の
「
福
井
県
農
事
調
査
書
」

に
よ
る
と
、
一
般
に
地
主
層
が
貸
し
付
け
地
の
小
作

料
収
入
の
み
に
依
存
し
て
生
活
し
得
る
一
O
町
歩
以

上
の
土
地
所
有
者
の
全
土
地
所
有
者
に
対
す
る
比
率

は
、
わ
ず
か

0
・
四
O
%
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
隣

県
の
石
川
〔

0
・
五
四
%
〕
・
富
山
(
一
・
六
四
%
)

両
県
に
比
べ
て
も
相
対
的
に
低
く
、
ま
た
全
国
的
九
九

も
、
は
な
は
だ
低
率
な
諸
県
の
な
か
に
数
え
ら
れ
る
υ

し
た
が
っ
て
福
井
県
下
の
小
作
地
率
は
、
全
国
平

均
の
水
準
を
上
回
わ
る
高
き
で
、
明
治
二
O
i
三

0

年
代
に
か
け
て
割
と
早
期
に
地
主
・
小
作
関
係
の
広

汎
な
展
開
が
み
ら
れ
る
が
、
土
地
集
中
・
集
積
の
規

模
は
左
程
大
き
く
な
く
、
む
し
ろ
他
の
諸
府
県
に
比

べ
、
大
地
主
の
き
わ
め
て
少
な
い
地
域
性
を
み
て
と

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
点
、
北
陸
三
県
と
東
北
機
業
県
三
県
(
宮
城
・

山
形
・
福
島
)
の
明
治
二
三
年
(
一
八
九
O
)
の
貴

族
院
多
額
納
税
議
員
互
選
者
の
国
税
納
入
額
に
よ

り
、
上
位
一
五
名
の
地
主
層
の
規
模
を
比
較
・
検
討

し
て
み
た
い
。

第
1
表
に
よ
る
と
、
福
井
県
で
は
二
O
O
円
以
上

五
O
O
円
未
満
が
一
O
人
、
五
O
O
円
以
上
一
、

0

0
0円
未
満
が
五
人
で
、
一
、

0
0
0
円
以
上
は
全

く
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
富
山
・
石
川
の
北
陸
二
県
は
、

五
O
O
円
未
満
の
も
の
は
な
く
、
い
ず
れ
も
福
井
県

の
分
と
は
規
模
が
大
き
い
。
ま
た
東
北
三
県
の
う
ち

の
福
島
県
に
も
五
O
O
円
未
満
の
も
の
が
四
人
い
る

が
、
他
の
山
形
・
宮
城
両
県
は
す
べ
て
五
O
O
円
以

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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貴族院多額納税議員五選者の納税額および土地所有規模謂
(北陸 3県・東北 3県・明治23年)

地 納 税 額 区 分 国税納税額 推定土地所有規模
県名 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

1~001020D 00 最高 最低 最高 最低域 200円 500 1000 1500 2000 3000 4000 5000 7000 

東宮城 11 3 2，242円 501円
486.6町 108.6町
( 494 

山形 5 7 3 2，948円 906円
482.3町

148.1町( 4ω 

北福島 4 10 1，130円 413円
192.7町

70.4町( 196) 

北 富山 5 8 2 1，982円 888円 2(522546町) 113.1町

石川 14 1，侃8円 567円 1(401443町) 75.2町

陸福井 10 5 863円 357円 98.5町 40.7町

第 1表

ヲ
但、L

i
o

表
に

お
表

1
5
 

ヮ“
第
・、j

〆
n
L

年
第

n同
U4

1
J
 

和
年

召
幻円

H
H

手
女
T

刊
昭

会
』
。

版
凶
数

出
史
指

学
歴
は

大
本
内

京

日

)

東
・

(

座

(

』
講
の

開
波
」

展
岩
高

の
『
且
夜

業
r
A
7

物
関
の

織
展
欄

村
の
」

農
制
模

期
主
規

治
地
有

明
「
所

『
昭
地

樹
盛
土

春
城
定

立
良
推

神
安
「

司
i

ワ白

注

上
で
、
ま
た
こ
れ
ら
三
県
の
い
ず
れ
も
が
、
福
井
県

の
分
と
は
は
る
か
に
規
模
の
大
き
い
こ
と
が
分
か
る
。

い
っ
ぽ
う
各
県
の
最
大
の
地
主
は
、
福
井
県
で
九

八
・
五
町
(
推
定
)
と
一

O
O
町
に
満
た
な
い
の
に

対
し
て
、
石
川
県
(
一
四

0
・
四
町
)
が
一
・
四
三

倍
、
富
山
県
(
二
五
二
・
四
町
)
が
二
・
五
六
倍
と

な
る
。
さ
ら
に
東
北
の
宮
城
(
四
八
六
・
六
町
)

山
形
(
四
八
二
・
三
町
)
両
県
は
悶
・
九
倍
、
福
島

県
(
一
九
二
・
七
町
)
で
一
・
九
六
倍
と
な
る
。
こ

の
よ
う
に
北
陸
・
東
北
の
機
業
県
の
な
か
で
も
、
福

井
県
で
は
大
地
主
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
規
模
が
こ

と
さ
ら
に
小
さ
い
こ
と
が
特
に
注
目
を
ひ
く
。

そ
こ
で
本
県
で
の
地
主
制
が
確
立
す
る
の
は
明
治

三
0
年
代
で
、
い
わ
ゆ
る
全
国
の
「
地
域
類
型
論
」

的
視
角
か
ら
研
究
史
の
示
す
先
進
的
な
「
近
畿
型
」

地
域
の
二

0
年
代
確
立
と
は
若
干
遅
れ
、
ま
た
後
進

的
な
「
東
北
型
」
地
域
の
四

0
年
代
確
立
と
は
早
い

と
い
う
、
ま
さ
し
く
群
馬
・
埼
玉
・
長
野
・
岐
阜
な

ど
の
諸
県
と
ほ
ぼ
同
じ
く
、
「
中
間
型
」
と
し
て
の

地
域
性
が
明
確
に
う
か
が
わ
れ

ω。

た
と
え
ば
三
方
郡
鳥
浜
村
(
現
、
三
方
郡
三
方
町

鳥
浜
)
の
小
堀
善
七
家
の
場
合
、
同
家
の
明
治
前
期

か
ら
後
期
に
か
け
て
の
土
地
集
積
状
況
は
、
一
四
年

か
ら
三

O
年
ま
で
に
田
畑
・
宅
地
・
山
林
等
を
含
め

た
総
反
別
が
五
町
三
畝
二
七
歩
〔
四
八
件
、
買
受
金

総
額
四
、
三
四
六
円
一

O
六
〕
と
な
る
。
そ
の
う
ち

困
地
だ
け
を
み
て
も
、
一
九
年
ま
で
の
「
松
方
デ
フ

レ
L

期
で
、
全
体
(
三
町
五
反
一
九
歩
)
の
二
七
%

に
当
た
る
九
反
四
畝
六
歩
の
取
得
が
判
明
す
訴
。

ま
た
こ
う
し
た
地
主
制
の
確
立
に
と
も
な
う
「
地

代
の
資
本
転
化
」
に
つ
い
て
は
、
第
2
表
に
み
る
と

お
り
、
明
治
三

0
年
代
に
お
い
て
活
発
化
し
、
銀
行

(
地
方
・
中
央
)
・
公
債
へ
の
有
価
証
券
投
資
が
み

ら
れ
、
さ
ら
に
日
露
戦
争
を
契
機
に
早
く
も
海
外
投

資
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
小
堀
家
に
み
る

土
地
集
積
や
投
資
活
動
は
、
当
時
の
県
下
農
村
社
会

の
地
主
層
に
共
通
す
る
動
向
と
し
て
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

事
実
福
井
県
下
の
明
治
二

0
年
代
後
半
か
ら
の
私

立
普
通
銀
行
の
群
生
が
み
ら
れ
る
な
か
で
、
明
治
三

一
年
(
一
八
九
八
)
、
従
来
の
商
業
金
融
を
中
心
と

す
る
の
と
は
異
な
り
、
地
域
農
工
発
展
の
た
め
の
不

動
産
抵
当
に
よ
る
長
期
鍋
利
資
金
を
融
資
す
る
福
井

農
工
銀
行
が
設
立
さ
れ
る
。
さ
ら
に
翌
三
二
年
、
地

域
の
産
業
界
の
期
待
に
応
え
る
形
で
福
井
銀
行
が
創

設
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
金
融
機
関
に
は
、
県
下
各
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小堀家投資調

明治29年 明治31年 明治34年
7月現在 11月現在 2月現在

貸 イ寸 金 2，370円 1，310円 1，200円

軍事公債 1，600円 1，900円 1，900円

ニ方銀行株 840円 385円

福井県土木公債 500円 1，500円

福井県農工銀行株 250円 1，000円

日本勧業債 200円 440円

計 3，970円 5，000円 6，425円

第 2表

注 r家事記録簿J(第2号)(三方郡三方町、小堀

善七家蔵〕による。

農商株式会社株
計 177株 (明治36年買入)

(明治34年2月設立)

朝鮮国尽

(明治37年買入)
釜山城間鉄道 30株(計300円)
株式会社株
(明治34年12月設立)

年 次 小作地率
50町歩以上 小作争議
地主戸数 件数

明治36(1903) 43.6% 

41(1908) 45.4 2，217 

大正 6(1917) 46.2 2，364 85 

7 (1918) 46.1 2，428 256 

8(1919) 46.0 2，451 328 

9 (1920) 46.3 2，435 408 

10(1921) 46.3 2，396 1，680 

11(1922) 46.4 2，354 1，578 

12(1923) 46.5 2，305 1，917 

13(1924) 45.9 2，333 1，532 

14( 1925) 45.8 2，249 1，701 

昭和 1(1926) 45.8 2，195 2，751 

2 (1927) 45.8 2，173 1，665 

地主制衰退の指標第 3表

上

福
井
県
下
の
地
主
制
展
開
過
程
の
一
考
察

注. r家事記録帳J(第3号)(同家蔵〕による。

(以上、『福井県史~(資料編10)(近現代 1)(福

井県刊昭和58年〕所収。)

注:中村政則『近代日本地主制史研究~(東京

大学出版会、昭和54年)第25表による。

地
の
大
地
主
が
役
員

と
し
て
参
加
し
、
ま

た
積
極
的
な
投
資
活
大
正
期
に
お
け
る
日
本
資
本
主
義
の
独
占
段
階
へ

動
を
行
う
の
が
注
目
の
移
行
に
と
も
な
い
、
地
主
制
の
構
成
的
比
重
が
次

を
ひ
く
。
第
に
低
下
す
る
こ
と
は
、
研
究
史
の
指
摘
す
る
と
こ

⑥
 

い
っ
ぽ
う
明
治
二
ろ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
大
正
後
期
の
一
九
二

0
年
代

O
年
(
一
八
八
七
)
前
半
に
全
国
的
な
地
主
制
後
退
の
動
向
が
表
出
す
る
。

に
福
井
市
に
導
入
さ
そ
の
第
一
の
指
標
と
し
て
第
3
表
に
み
る
と
お
り
、

れ
た
輸
出
羽
二
重
生
小
作
地
率
の
推
移
は
、
大
正
九
年
(
一
九
二
O

)

j

産
を
周
辺
の
農
村
部
一
二
年
(
一
九
二
三
)
が
四
六
・
三
l
四
六
・
五
%

に
取
り
入
れ
た
の
は
で
、
一
九
二

0
年
代
前
半
で
ほ
ぼ
ピ

l
ク
に
達
す
る

主
と
し
て
中
小
地
主
こ
と
が
分
か
る
。

層
で
あ
り
、
か
れ
ら
ま
た
五

O
町
歩
以
上
の
大
地
主
戸
数
(
注
、
北
海
道

こ
そ
以
後
の
三

O
年
を
の
ぞ
く
)
の
ピ

l
ク
は
、
第
3
表
の
と
お
り
、
大
正

代
の
発
展
を
に
な
い
、
八
年
(
一
九
一
九
)
の
二
、
四
五
二
戸
で
、
い
っ
ぽ
う
農

さ
ら
に
四

0
年
代
の
民
運
動
の
小
作
争
議
件
数
は
、
九
年
の
四

O
八
件
か

動
力
化
を
懸
命
に
推
ら
翌
一

O
年
に
は
一
、
六
八

O
件
へ
と
、
四
・
一
倍
と

し
進
め
た
の
で
あ
る
。
い
う
大
幅
な
急
増
ぶ
り
を
み
せ
る
。
し
た
が
っ
て
九

こ
う
し
た
本
県
機
業
年
前
後
が
、
地
主
制
展
開
過
程
の
う
え
で
大
き
な
変

の
め
ざ
ま
し
い
発
展
換
の
時
期
と
な
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
実
は
こ
の
時

と
地
主
制
と
の
緊
密
点
で
、
第
一
次
大
戦
後
の
「
戦
後
恐
慌
」
〈
一
九
二

O
年

な
関
連
性
に
つ
い
て
恐
慌
〉
が
は
じ
ま
り
、
日
本
経
済
は
い
よ
い
よ
本
格
的

は
後
述
し
た
い
。
な
独
占
資
本
主
義
確
立
の
画
期
を
迎
え
る
わ
け
で
あ
る
。

三
、
大
正
後
期
の
地
主
制
の
後
退
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そ
こ
で
福
井
県
下
の
小
作
地
率
の
推
移
状
況
を
み

る
と
、
第
4
表
の
と
お
り
、
明
治
末
期
か
ら
四
七
%

台
と
な
り
、
さ
ら
に
大
正
中
期
の
六
年
(
一
九
一
七
)

4 

よ
り
四
八
%
を
上
回
わ
り
、
一
一
年
(
一
九
二
二
)
議
を
通
じ
て
次
第
に
小
作
料
減
免
等
の
諸
要
求
を
か

の
四
八
・
七
%
が
ピ
ー
ク
と
な
る
。
ち
と
る
こ
と
に
よ
り
、
大
正
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に

ま
た
小
作
争
議
の
発
生
状
況
は
、
第
5
表
の
と
お
か
け
て
村
落
内
で
の
発
言
力
を
強
め
、
中
層
農
的
存

り
本
県
下
で
は
、
九
年
の
三
件
在
に
成
長
す
る
こ
と
と
な
る
。

よ
り
翌
一

O
年
に
は
二
七
件
と
そ
こ
で
地
主
制
後
退
を
端
的
に
示
す
小
作
料
低
落

急
増
す
る
。
こ
の
点
地
域
的
に
時
の
動
向
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
第
6
表
に
つ

期
的
な
ず
れ
が
み
ら
れ
、
概
し
て
き
、
実
収
小
作
料
の
実
収
高
に
対
す
る
割
合
を
、
大

先
進
的
な
「
近
畿
型
」
の
諸
府
県
で
正
元
年
(
一
九
一
二
)
と
同
一

O
年
(
一
九
二
こ

は
九
年
か
ら
一

O
年
へ
の
急
増
が
と
で
比
較
し
た
場
合
、
概
し
て
三
類
型
の
各
地
域
と

目
立
ち
、
後
進
的
な
「
東
北
型
」
も
、
一
部
の
県
を
の
ぞ
き
二

1
五
%
程
度
の
低
落
が

諸
県
で
は
、
大
正
期
よ
り
む
し
ろ
目
立
つ
。
と
こ
ろ
が
第
7
表
に
お
け
る
大
正
一

O
年

昭
和
期
に
入
っ
て
本
格
的
な
農
民
と
一
四
年
と
の
比
較
で
は
、
最
も
先
進
的
な
本
州
西

運
動
が
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
区
(
「
近
畿
型
」
)
の
減
額
が
著
し
く
、
つ
い
で
関

こ
う
し
た
農
民
運
動
の
要
因
が
、
東
区
・
本
州
中
区
(
「
中
間
型
」
)
で
、
本
州
北
区

地
主
的
土
地
所
有
と
農
民
的
小
商
(
「
東
北
型
」
)
は
、
逆
に
わ
ず
か
な
が
ら
増
額
す

口
問
生
産
と
の
聞
の
矛
盾
・
対
抗
関
る
の
が
注
目
を
ひ
く
。

係
に
よ
る
だ
け
に
、
農
民
運
動
の
そ
こ
で
本
県
の
場
合
、
大
正
後
期
に
な
る
と
、
地

高
揚
が
ま
す
ま
す
地
主
制
を
後
退
主
側
と
し
て
小
作
料
収
入
の
減
退
が
目
立
ち
、
そ
の

さ
せ
る
こ
と
に
着
目
せ
ね
ば
な
ら
不
足
を
自
作
米
の
増
収
で
で
き
る
だ
け
カ
バ
ー
し
よ

な
い
。
そ
の
さ
い
小
作
争
議
の
主
う
と
努
力
す
る
。

導
的
役
割
を
担
う
の
が
、
本
県
下
こ
の
点
、
大
飯
郡
青
郷
村
(
現
、
高
浜
町
)
小
和

で
も
耕
作
規
模
一

1
一
・
五
町
程
回
の
畠
中
左
近
家
の
大
正
八
年
(
一
九
一
九
)
と
一

度
の
自
小
作
・
小
作
上
層
で
、
争
三
年
(
一
九
二
四
)
の
自
作
・
小
作
米
の
収
納
状
況

小作争議年次別件数調(大正 6-13年)

地域類型 府 県 大(正19167年) (719年18) (819年19) (919年20) (11092年1) (11192年2) (11292年3) (1I3昭年4) 計

秋 田 2 10 13 25 

東北型
青森

岩手 l l 

宮城 l l 1 2 5 

長野 1 6 4 15 13 22 61 

中間型
富 山 2 2 3 4 2 13 8 34 

石川 l 2 5 2 5 7 13 35 

福 井 2 2 2 3 27 26 31 17 110 

岡山 36 11 22 22 100 33 18 294 

近畿型
兵庫 3 8 73 67 413 335 472 263 1，634 
大阪 1 3 9 47 242 111 306 348 1，067 

和歌山 l 5 1 l 101 66 47 18 240 

第 5表

注:農林省農務局調『農政調査会文書~ (農林水産省、農業総合研究所蔵)により作成。
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大正期の府県別一毛作田小作料の推移調

年代 大 正 元 年 (1912) 大正 10 年 (1921) 

t也 契 約
(弘年)

実科高る網納に(カ%対合Jト収@ 作す

契約

(珂
契小の収 実小の収

③と③

穫高に対 稜高に対 の増減県名 小作料 実料納小作 小作料
する割合 する割合

域 (石) (石) (石) (%) (%)⑮ (%) 

青森 0.859 0.804 51.9 0.900 。.900 45.0 45.0 6.9 

東 岩手 0.978 0.898 59.4 1.150 1.120 55.6 54.2 -5.2 

宮城 0.886 0.755 52.9 0.950 0.910 49.2 47.2 -5.7 

1じ 秋田 0.834 0.768 54.3 1.011 1.006 51.3 51.1 -3.2 

山 形 1.092 1.001 54.7 l目300 1.300 48.1 48.1 -6.6 

型 福島 0.899 0.830 50.2 1.000 0.990 50.0 49目5 0.7 

新潟 0.994 0.906 55.6 1.042 0.999 56.8 54.4 -1.2 

長野 1.090 0.978 54.1 1.214 1.147 55.5 52.5 -1.6 

中 群馬 0.876 。ー797 54.0 0.945 。目914 51.2 49.6 -4.4 

岐 阜 0.942 0.862 55.9 1.017 0.908 58.2 52.0 3.9 

問 埼玉 0.903 0.779 52.0 0.955 0.918 55.1 53目。 +1.0 

富山 0.913 0.881 46.4 0.950 0.950 44.0 44.0 2.4 

型 石 川 1.094 1.087 51.1 1.027 1.021 53.5 53.2 +2.1 

福井 1.083 1.021 55.5 1.090 1.045 49.8 47.7 一7.8

尽都 1.107 1.023 55.8 1.154 1目049 57目6 53.3 -2.5 

近 大阪 1.310 1.119 54.0 1.241 1.061 57.0 48.7 5.3 

兵庫 1.052 0.992 54.3 1.200 1.200 52.2 52.2 2.1 

畿 奈良 1.171 1.107 53.2 1.269 1.181 56.3 52.4 -0.8 

和歌山 1.038 0.977 55.6 52.3 

型 岡山 1.058 0.968 56.4 1.103 1.025 60.4 56.1 -0.3 

香 川 0.892 0.833 49.2 0.950 0.934 48.9 48.0 1.2 

第 6表

上

福
井
県
下
の
地
主
制
展
開
過
程
の
一
考
察

注栗原百寿「日本農業の基礎構造~ (F昭和前期農政経済名著集J 7.農山漁村文化協会)第44

表 (P.175-177)により作成。

を
み
る
と
、
自
作
米
は
二
二
年
が
八
年
に
比
べ
大
幅

に
増
加
す
る
が
、
小
作
米
は
逆
に
減
少
し
、
さ
ら
に

自
作
・
小
作
両
米
の
合
計
額
も
減
収
と
な
る
。
つ
ま

り
自
作
米
が
二
二
年
(
四

O
俵
二
斗
八
升
)
で
八
年

(
二
四
俵
八
升
)
の
一
・
六
七
倍
と
増
加
す
る
の
に

対
し
、
小
作
米
は
実
収
で
、
一
三
年
(
一

O
七
俵
二

升
)
が
八
年
(
一
五

O
俵
一
升
)
の
七
一
%
に
減
額

す
る
。
そ
の
た
め
自
作
・
小
作
両
米
の
合
計
額
で
、

一
三
年
(
一
四
七
俵
三
斗
)
は
、
八
年
(
円
七
四
俵

九
升
)
の
八
五
%
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
あ
b
。

こ
の
よ
う
に
地
主
制
が
よ
う
や
く
後
退
過
程
に
入

っ
た
時
期
に
お
け
る
地
主
・
小
作
関
係
の
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
点
は
、
大
正
一

O
年
の
農
商
務
省
農
務
局
の

行
っ
た
「
小
作
慣
行
調
査
」
に
よ
り
、
明
り
よ
う
に

う
か
が
わ
れ
る
。

③
 

ま
ず
「
福
井
県
小
作
慣
行
調
査
書
」
の
第
三
「
小

作
料
」
の
項
目
で
は
、
金
納
の
傾
向
が
ふ
え
て
き
た

こ
と
と
、
「
低
落
ノ
趨
勢
ニ
ア
リ
」
と
述
べ
、
い
ず

れ
も
小
作
農
に
有
利
な
条
件
を
伝
え
る
。
ま
た
「
足

羽
郡
上
文
殊
村
(
現
、
福
一
時
市
)
小
作
慣
行
調
査
事

項
」
(
大
正
一
一
年
二
月
)
で
、
同
村
西
袋
の
小
作

慣
行
調
査
委
員
平
崎
清
貫
は
、
「
県
村
税
が
苛
酷
で
、

ま
た
米
価
の
低
落
に
よ
り
、
小
作
米
を
増
加
し
な
い

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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若
越
郷
土
研
究

三

O
巻
一
号

か
ぎ
り
地
主
経
営
の
判
明
算
が
成
り
立
た
な
い
」
(
第

一
七
章
)
と
力
説
す
る
。
平
崎
家
は
当
地
区
の
代
表

的
な
上
層
農
で
、
当
時
の
地
主
側
の
窮
状
を
端
的
に

表
明
し
た
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
点
、
明
治
四
五
年
(
一
九
一
二
)
の
遠
敷
明

内
外
海
村
(
現
、
小
浜
市
)
の
「
小
作
慣
行
調
査
」

で
、
当
時
地
主
制
が
確
立
し
て
い
る
段
階
に
ふ
さ
わ

し
く
、
高
率
の
小
作
料
の
も
と
で
、
厳
重
な
小
作
米

地域別の小作料の動向(大正10-14年)
(単位・反当石)

士也 域 大(正10年) 大(正14年) 増 減1921 1925 

本州、|北区
1.01 1.03 + 2.0% 

(，東北型J)

関 東 区 1.10 1.01 - 8.2 

本州中区 1.18 1.07 8.5 
(，中間型J)

本州西 区 1.36 1.19 -12.5 
(，近畿型J)

九 州、| 区 1.22 1.13 - 7.4 

全 国 1.12 1.07 4.5 

第 7表

検
査
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
作
奨
励
米
を
支
給
し
な

い
な
ど
、
地
主
側
に
は
な
は
だ
有
利
な
条
件
で
、

地
主
・
小
作
関
係
が
保
持
さ
れ
て
い
る
の
と
は
、
余

り
に
も
対
照
的
だ
と
い
え
よ
う
。

な
お
大
正
一

O
年
の
勾
立
郡
栗
田
部
村
(
現
、
今

立
町
)
小
作
慣
行
調
査
」
で
は
、
「
小
作
料
騰
落
ノ

趨
勢
及
其
ノ
原
因
」
の
調
査
項
目
で
、
「
(
小
作
料

は
)
下
落
ノ
趨
勢
ニ
ア
リ
、
近
来
商
工
業
ノ
発
展
ニ

伴
ヒ
労
働
者
ノ
需
要
増
加
ニ
ヨ
リ
殊
ニ
青
年
ハ
百
姓

'
ν
U
 

刻
ヲ
厭
ヒ
テ
都
会
ニ
集
中
ス
ル
傾
向
多
シ
」
と
述
べ
、

制
札
機
業
は
じ
め
商
工
業
の
発
展
が
農
家
労
働
力
を
吸
収

即
時
。
し
、
小
作
料
の
低
下
を
ま
ね
く
こ
と
を
率
直
に
伝
え

劃
は
品
る
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
都
市
近
傍
の
農
村
ほ
ど

鯛
凶
枇
顕
著
で
、
そ
れ
だ
け
に
地
主
制
の
後
退
が
急
速
に
進

農

表

筆

の
(
は
む
こ
と
に
な
る
。

げ
い
瓜
川
つ
ぎ
に
貴
族
院
多
額
納
税
議
員
互
選
者
の
職
業
構

舵
げ
(
成
や
納
税
額
(
地
租
・
所
得
税
・
営
業
税
)
の
順
位

思

年

の

「
日
刊
欄
等
の
動
向
か
ら
も
、
地
主
制
の
後
退
過
程
が
如
実
に

ユ
剛
崎
町
う
か
が
わ
れ
る
。
第
8
表
の
大
正
七
年
(
一
九
一
八
)

蜘
念
弛
・
一
四
年
(
一
九
二
五
)
両
年
度
の
互
選
者
の
職
業

。
協
幻
構
成
を
比
較
す
る
と
、
七
年
で
は
農
業
(
一

O
名
)

仁
が
圧
倒
的
に
多
く
、
納
税
額
に
つ
い
て
も
、
地
租
の

一
位
の
も
の
が
一
一
名
を
数
え
る
な
ど
、
地
主
層
の

割
と
優
位
な
動
向
が
判
明
す
る
。

と
こ
ろ
が
七
年
後
の
一
四
年
に
は
、
農
業
を
職
業

と
す
る
も
の
が
三
名
に
激
減
す
る
。
そ
し
て
七
年
と

は
異
な
り
、
土
木
(
一
名
)
・
羽
二
重
商
(
一
名
)
・

織
物
商
(
一
名
)
・
機
業
会
万
世
)
が
新
た
に
加
わ

る
な
ど
、
上
位
一
五
名
(
注
、
互
選
者
の
総
数
は
大
正

一
四
年
よ
り
上
位
一

O
O名
)
の
職
業
構
成
が
い
ち

じ
る
し
く
多
様
化
し
、
と
り
わ
け
機
業
者
・
織
物
商

の
進
出
が
注
目
を
ひ
く
。

し
か
も
納
税
額
に
つ
い
て
も
、
地
租
が
一
位
と
な

る
も
の
は
皆
無
と
な
崎
、
所
得
税
・
営
業
税
が
大
き

い
こ
と
に
よ
り
互
選
者
と
な
る
も
の
が
増
加
し
た
の

を
端
的
に
物
語
る
。
そ
し
て
農
業
を
職
業
と
す
る
地

主
層
に
し
て
も
、
所
得
税
額
か
ら
み
て
地
元
銀
行
は

じ
め
県
内
外
の
企
業
に
投
資
し
、
相
当
な
有
価
証
券

所
有
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
大
正
七
年
に
は
一
五
位
内
に
入
っ
て
い

た
地
主
層
の
大
半
が
一
四
年
に
な
る
と
、
第
8
表
の

「
農
業
者
の
大
正
一
四
年
の
順
位
」
欄
に
み
る
と
お

り
、
一
五
位
以
下
に
顛
落
す
る
な
ど
、
地
主
制
後
退

の
顕
著
き
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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(大正7・14年)

大 正 7 年(1918) 大正 14 年 (1925)

順 糊搬の馳
農業者の所有 農業者の大正 順

納械の馳

:院
トー 「一

氏 名 住所 職業 氏 名 住所 職業
地租 所得税 営業税 備 考

位 反別(大iEl年)14年の順位 位

1 大 家善太郎 塙井郡雄島村 海運 ③①  ② 1 飛島文吉 霊童車町 土木 ③①②  

2 大 和田荘七 敦賀郡敦賀町 金融 ②③  ① Z 松 平 康 荘 福井市城町 無職 ②①←  

3 山国 倣板井郡高椋村 農業 ①②  -1 140.7町 7位 3 右近権左衛門 南河条野郡村 全社貝 ②①ー

4 中 村ニ之 丞 南条郡河野村 海運 ②①  4 大和田荘七 前 出金融 ②①③  

5 斎藤与二郎 今立郡舟樹す 農業 ①②  ③ 79.4 10位 5 中村三之丞 前 出海運 ②①  

6 宇野政 次 郎 敦賀郡敦賀町 農業 ①②  ③ 59.6 loliiLfJ下 6 森田三郎右衛門 前 出醸造 ②①③  

7 久保九兵衛 丹生郡三方村 農業 ①②  ③ 66.0 13位 7 山田 倣 "'1 出農業 ②①  

8 森回二郎右衛門 板井郡三国町 醸造 ①②③  8 西野藤助 佐福佳井枝市中町 羽二重商 ③①②  

9 高島仲右衛門 丹生郡立待村 農業 ① ②ー 71.7 29位 9 酒井伊四郎 今立鯖郡江町 機業 ③①②  

10福島 文右衛門 今部隣江町 醸造 ①②③  10斎藤与二郎 前 出農業 ②①  

II 山本伝兵 衛 敦賀郡敦賀町 農業 ① ②一 69.6 18イ立 II奥村又十郎 孟高嘉村 漁業 ③①②  

12五十嵐佐市 足羽首湘田村 農業 ②①  記載在し 101位以下 12西野市兵衛 今高霊村 製紙 ③①②  

13森 広ニ郎 今立:111国高村 農業 ① ②一 57.4 24位 13久保九兵衛 前 出農業 ②①ー

14青山 荘足羽聞東搬す 農業 ①②  ③ 50.2 27位 14西畠 順 栄 現井春郡江村 機業 ③①②  

15野村勘左衛門 埴井郡兵庫村 農業 ① ②ー 75.5 22位 15安本吉次郎 産援問 識効商 ③①②  

貴族院多額納税議員互選者(15人)の職業構成・納税額の順位等調第 8表

上

福
井
県
下
の
地
主
制
展
開
過
程
の
一
考
察

注:1) r福井県統計書』の貴族院多額納税議員互選者欄および農商務省農務局 '50町歩以上ノ大地主ニ関スル調査J(大正

10年 3月)により作成。

2) 大正14年度は互選者100名中の上位15名。

四
、
機
業
経
営
と

地
主
制

明
治
後
期
の
資
本
主
義

確
立
期
に
お
け
る
地
主
制

の
構
造
と
し
て
、
高
率
小

作
料
と
低
賃
金
と
の
相
互

規
定
関
係
の
み
ら
れ
る
な

か
で
、
福
井
県
の
輸
出
羽

二
重
生
産
の
急
速
な
発
展

が
、
地
主
層
の
な
か
で
も

主
と
し
て
中
小
地
主
に
よ

っ
て
担
わ
れ
た
こ
と
に
着

目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

実
は
第
9
表
の
羽
二
重

主
産
地
の
生
産
額
調
に
み

る
と
お
り
、
明
治
二
四
年

(
一
八
九
こ
ま
で
に
群

馬
県
が
第
一
位
を
占
め
た

の
が
、
翌
二
五
年
以
降
に

な
る
と
、
福
井
県
が
一
貫

し
て
第
一
位
を
独
占
す
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
三

0

年
代
に
入
る
と
群
馬
・
栃

木
両
県
の
後
退
と
は
逆
に
、
石
川
、
福
島
両
県
の
生

産
額
が
と
み
に
高
ま
る
が
、
こ
れ
と
て
福
井
県
に
は

到
底
及
ば
な
い
。
こ
う
し
て
全
国
的
に
、
と
り
わ
け

福
井
・
石
川
の
北
陸
機
業
県
が
羽
二
重
産
地
と
し
て

勇
名
を
馳
せ
る
。

こ
の
点
、
東
北
・
関
東
の
機
業
県
の
場
合
、
福
井
・

石
川
両
県
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
農
村
部
の
広
汎
な

中
小
地
主
層
の
積
極
的
な
機
業
進
出
が
な
さ
れ
な
い

と
こ
ろ
に
、
羽
二
重
生
産
の
停
滞
、
低
減
を
も
た
ら

す
要
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
宮
城
県

で
は
仙
台
市
中
心
で
、
容
易
に
農
村
に
は
浸
透
し
得

な
か
っ
た
し
、
山
形
県
で
は
機
業
「
工
場
」
が
米
沢

市
と
鶴
岡
町
な
ど
特
定
の
市
町
に
限
ら
れ
た
。
ま
た

新
潟
県
で
は
肝
心
の
広
大
な
越
後
平
野
の
農
村
部
で
、

容
易
に
機
業
「
工
場
」
が
発
展
し
な
か
っ
た
の
で
あ

⑬
 

る。
そ
こ
で
福
井
県
で
は
、
福
井
平
野
の
農
村
部
で
、

福
井
市
に
近
い
坂
井
郡
下
の
春
江
・
高
椋
・
磯
部
・

丸
岡
等
諸
村
の
機
業
地
主
は
、
い
ず
れ
も
所
有
地
五

⑬
 

町
歩
以
下
の
も
の
が
大
半
で
、
ま
た
今
立
郡
下
の
機

業
地
帯
の
粟
回
部
・
南
中
山
・
新
横
江
・
中
河
・
北

中
山
等
の
諸
村
に
し
て
も
、
坂
井
郡
と
は
さ
ら
に
規

模
の
小
さ
い
地
主
層
が
機
業
経
営
者
の
主
流
を
な
し

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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三
O
巻
一
号

(単位:千円)

年次 福井 石川 富山 群馬 栃木 福島 新潟 7z-

X100 

明治20年 6 

21 53 611 

22 406 662 

23 748 842 

24 1，059 1，177 

25 2，779 1，222 

26 3，365 1，892 

27 5，223 562 25 1，152 561 356 26 91.1 

28 6，304 1，076 177 2，504 192 378 38 87.0 

29 6，004 789 412 2，945 2，005 362 76 82.6 

30 7，400 1，150 786 3，183 2，116 666 124 87.2 

31 8，529 1，907 946 3，394 2，084 1，365 298 86.1 

32 13，786 5，400 2，255 1，349 460 2，265 452 87.9 

33 11，651 3，559 1，383 2，361 93 2，719 409 85.9 

34 13，669 4，361 3，221 2，737 37 2，746 499 91.0 

35 10，800 5，187 1，286 2，043 169 2，692 644 88.8 

36 15，188 7，354 988 517 91 3，840 421 91.3 

37 20，809 11，132 1，590 2，598 118 4，425 1，084 91.9 

38 14，064 7，586 1，515 866 147 4，871 1，667 91.4 

39 17，236 10，669 1，632 612 532 4，901 1，400 91.4 

40 14，052 10，901 970 1，279 373 4，489 2，074 89.9 

41 15，840 8，849 1，010 1，565 l 3，816 3，191 90.3 

42 20，194 7，483 1，077 450 2 2，596 2，892 89.9 

43 21，739 9，925 1，379 638 2 4，483 3，246 90.2 

44 19，997 10，043 1，500 141 1 3，476 2，893 92.2 

大正 1 20，173 9，049 1，560 336 。3，593 2，870 93.3 

2 24，736 11 ，627 1，528 70 1 4，171 2，345 95.2 

羽二重主産地の生産額調第 9表

注:石井寛治「絹織物輸出の発展J( W横浜市史』第 4巻上、昭和

40年)第97表による。
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⑬
 

て
い
た
。
か
れ
ら
は
小
作
料
収
入
か
ら
資
金
を
調
達
す
る
。
か
れ
ら
の
な
か
に
は
所
有
地
を
処
分
し
て
、
市
で
あ
る
。
第
日
表
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
諸
郡
の
機

し
、
小
作
人
家
族
か
ら
労
働
力
を
確
保
す
る
こ
と
に
織
物
工
場
経
営
の
拡
大
を
は
か
る
も
の
も
増
加
す
る
。
業
の
生
産
形
態
を
比
較
す
る
と
、
足
羽
・
丹
生
・
南

よ
り
、
機
業
経
営
に
割
と
容
易
に
取
り
組
む
こ
と
が
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
機
業
県
と
し
て
の
福
井
条
の
三
郡
は
、
と
り
わ
け
「
賃
織
業
」
が
機
業
戸
数
中

で

き

た

の

で

あ

る

。

県

の

場

合

、

地

主

制

後

退

の

一

因

に

つ

な

が

る

と

み

に

大

き

な

比

重

を

占

め

、

問

屋

制

前

貸

生

産

関

係

の

と
こ
ろ
で
明
治
二

0
1
三
0
年
代
で
は
、
機
業
経
て
よ
い
。
機
業
の
「
動
力
化
」
が
完
了
し
て
間
も
な
強
じ
ん
な
存
続
・
展
開
を
物
語
る
。
こ
れ
に
対
し
て

営
資
金
を
小
作
料
収
入
か
ら
直
接
転
化
さ
せ
る
場
合
い
大
正
一

O
年
の
前
述
の
「
小
作
慣
行
調
査
書
」
の
坂
井
・
大
野
両
郡
で
は
、
「
工
場
」
・
「
家
内
工
業
」

は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
金
融
機
関
や
生
糸
商
筋
か
な
か
で
も
、
そ
の
聞
の
事
情
を
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
と
い
う
独
立
経
営
者
が
圧
倒
的
な
比
重
を
占
め
る
。

ら

の

信

用

供

与

に

よ

っ

て

資

金

回

転

を

行

う

場

合

も

、

う

か

が

わ

れ

る

。

し

た

が

っ

て

同

じ

福

井

県

内

で

も

、

「

工

場

」

経

そ
の
信
用
の
基
底
に
は
「
土
地
所
有
」
が
あ
り
、
ま
そ
こ
で
機
業
生
産
の
近
代
化
の
指
標
と
し
て
、
「
工
営
と
い
う
生
産
形
態
の
近
代
化
を
積
極
的
に
進
め
た

た
機
業
従
事
者
を
小
作
人
家
族
に
求
め
る
な
ど
、
「
場
」
(
職
工
一

O
人
以
上
)
お
よ
び
「
力
織
機
率
」
地
域
ほ
ど
、
機
業
生
産
が
飛
躍
的
に
発
展
し
、
い
っ

土
地
所
有
」
〈
小
作
地
経
営
〉
が
機
業
発
展
の
起
動
の
進
展
度
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
福
井
ぼ
う
「
賃
織
業
」
の
前
近
代
的
な
生
産
形
態
の
目
立

カ

と

も

な

っ

て

い

た

。

県

内

で

も

郡

市

の

地

域

に

よ

る

差

異

が

か

な

り

顕

著

つ

地

域

で

の

停

滞

性

が

き

わ

め

て

顕

著

に

表

出

す

る

つ
い
で
明
治
四

0
年

代

か

ら

大

正

初

期

の

カ

織

機

に

現

わ

れ

る

。

の

に

着

目

し

た

い

。

導
入
に
よ
る
「
動
力
化
」
過
程
の
段
階
に
な
る
と
、
実
は
明
治
四

0
年
代
か
ら
進
め
ら
れ
た
「
動
力
化
」
そ
こ
で
全
国
的
な
府
県
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
も
、
近

「
動
力
化
」
に
と
も
な
う
資
金
需
要
が
き
わ
め
て
大
が
一
応
完
了
す
る
大
正
八
年
(
一
九
一
九
)
に
つ
い
世
後
期
よ
り
わ
が
国
の
主
要
機
業
地
と
し
て
の
地
位

き
い
た
め
、
地
主
機
業
家
と
し
て
の
「
土
地
所
有
」
て
み
る
と
、
県
下
機
業
戸
数
六
、
六
三
二
戸
の
う
ち
、
を
確
保
し
た
群
馬
・
栃
木
岡
県
の
場
合
、
新
た
に
導

に
つ
き
、
小
作
地
か
ら
の
小
作
料
の
収
得
そ
れ
自
体
「
工
場
」
は
八
三
七
戸
で
全
体
の
二
了
六
%
を
占
入
さ
れ
た
輸
出
羽
二
重
生
産
が
、
旧
来
の
伝
統
的
な

を
目
的
と
す
る
よ
り
も
、
機
業
経
営
の
う
、
え
で
の
資
め
る
。
一
戸
当
り
の
織
機
数
は
四
・
八
台
(
う
ち
力
問
屋
制
前
貸
制
の
生
産
構
造
に
規
定
さ
れ
る
面
が
根

金
調
達
、
信
用
供
与
を
受
け
る
た
め
の
担
保
物
件
と
織
機
率
七
二
・
一
%
)
、
職
工
数
は
五
・
六
人
(
「
工
強
く
、
容
易
に
近
代
的
な
「
工
場
」
制
機
業
の
生
産

し

て

の

性

格

が

強

く

な

る

。

場

」

職

工

数

の

割

合

六

五

・

二

%

)

と

な

る

。

形

態

を

と

り

得

な

か

っ

た

こ

と

は

、

福

井

・

石

川

の

し
た
が
っ
て
、
か
つ
て
の
小
作
料
収
入
に
大
き
く
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
県
全
体
の
平
均
値
を
下
回
わ
北
陸
機
業
県
と
は
著
し
く
対
照
的
だ
と
い
え
よ
う
。

依
存
し
て
い
た
時
期
の
地
主
機
業
家
に
み
ら
れ
た
よ
る
の
は
足
羽
・
丹
生
・
南
条
の
三
郡
で
、
い
っ
ぽ
う
こ
の
点
、
と
り
わ
け
福
井
県
の
場
合
、
「
賃
織
業
」
な

う
な
農
業
生
産
へ
の
強
い
関
心
が
、
次
第
に
稀
薄
化
大
き
く
上
回
わ
る
の
は
、
坂
井
・
大
野
両
郡
と
福
井
ど
の
前
近
代
的
な
生
産
関
係
に
左
程
拘
束
さ
れ
な
い

9 

上

福
井
県
下
の
地
主
制
展
開
過
程
の
一
考
察
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三
O
巻
一
号

郡市別機業生産形態調(福井県・大正 8年)

占十¥士市 福 井 足羽 吉田 坂井 大野 今立 丹生 南条

工 場 143 67 224 163 90 100 26 22 

)内は比率
% % % % % % % % 

(27.4) ( 3.1) (28.4) (44.5) (42.1) (13.2) ( 1. 9) ( 6.1) 

家 内 業
155 764 167 198 123 125 40 55 

工
(29.7) (35.1) (21. 2) (54.1) (57.5) (16.5) ( 2.9) (15.6) 

織 フじ
2 187 3 1 。 11 16 26 

( 0.4) ( 8.6) ( 0.4) ( 0.3) ( 1. 5) ( 1.1) ( 7.2) 

賃 織 業
222 1，157 396 4 l 523 1，319 256 

(42.6) (53.2) (50.2) ( 1.1) ( 0.5) (68.9) (94.2) (71. 0) 

機業戸数合計
522 2，175 790 366 214 759 1，401 359 

( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) ( 100) 

l戸当り織機数 12.8 1.7 5.3 17.3 16.9 5.6 1.5 2.5 

)内はカ織機率 (83.0) (22.7) (80.1) (90.2) (98.4) (88.3) ( 9.8) (67.6) 

I 1戸)当り「織工工場数 9.7 1.8 4.4 13.3 I 14.3 4.5 1.3 2.7 
職(内は 合」 (77.1) (33.1) (68.7) ( 83 .0) i (77 . 5 ) (72.1) (19.2) (46.2) 工の割

第10表

農
村
部
で
の
中
小
地
主
層
ろ
他
の
諸
府
県
に
比
べ
て
大
地
主
の
き
わ
め
て
少
い

が
、
競
っ
て
「
工
場
」
制
地
域
性
が
検
出
さ
れ
る
。

機
業
へ
の
発
展
的
生
産
形
つ
ぎ
に
大
正
期
の
日
本
資
本
主
義
の
独
占
段
階
へ

態
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
は
、
の
移
行
に
と
も
な
う
地
主
制
の
後
退
と
い
う
全
国
的

大
い
に
注
目
し
た
い
と
こ
す
う
勢
の
な
か
で
、
福
井
県
下
の
小
作
地
率
の
推
移

ろ

で

あ

る

。

状

況

、

小

作

争

議

の

内

容

や

件

数

な

ど

か

ら

、

岡

県

地
主
制
の
後
退
過
程
に
も
、
「
中
間
型
」
の
地
域
的
特

質
が
現
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
段
階
の
地
主
・
小
作

関
係
に
か
か
わ
る
問
題
点
が
、
大
正
一

O
年
の
「
小

作
慣
行
調
査
書
」
か
ら
判
明
す
る
こ
と
も
指
摘
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
貴
族
院
多
額
納
税
議
員
互
選
者
の
職
業
構

成
や
納
税
額
(
地
租
・
所
得
税
・
営
業
税
)
の
順
位

等
の
動
向
か
ら
も
、
地
主
制
の
後
退
過
程
が
明
確
に

う
か
が
わ
れ
る
が
、
特
に
大
正
末
期
に
な
る
と
、
農

業
を
職
業
と
す
る
も
の
〈
大
地
主
〉
が
激
減
す
る
の

に
対
し
て
、
新
た
に
羽
二
重
商
・
織
物
商
・
機
業
経

営
者
の
進
出
が
ひ
と
き
わ
注
目
を
ひ
く
。

こ
の
さ
い
明
治
後
期
の
資
本
主
義
確
立
期
に
お
け

る
地
主
制
の
構
造
と
し
て
、
高
率
小
作
料
と
低
賃
金

と
の
相
互
規
定
関
係
の
み
ら
れ
る
な
か
で
、
県
下
輸

出
羽
二
重
生
産
の
急
速
な
発
展
が
、
主
と
し
て
農
村

部
の
中
小
地
主
層
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
こ
と
に
、
し

五
、
総
括

注 F福井県統計書」により作成。

明
治
・
大
正
期
の
福
井

県
下
地
主
制
の
展
開
過
程

に
つ
き
、
ま
ず
地
主
制
の

進
展
度
の
指
標
と
な
る
小

作
地
率
で
は
、
全
国
的
水

準
を
は
る
か
に
上
回
わ
る

高
き
で
、
明
治
二

0
1
三

0
年
代
に
か
け
て
割
と
早

期
に
、
地
主
・
小
作
関
係

の
広
汎
な
展
開
が
み
ら
れ

る
。
こ
う
し
て
一
応
三

0

年
代
で
同
県
の
地
主
制
が

確
立
す
る
が
、
地
主
の
土

地
集
中
・
集
積
の
規
模
は

左
程
大
き
く
な
く
、
む
し
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っ
か
り
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
刊
。

し
か
も
東
北
・
関
東
の
機
業
県
が
、
と
か
く
旧
来

の
賃
織
業
等
の
前
近
代
的
生
産
関
係
に
規
定
さ
れ
て
、

機
業
の
順
調
な
発
展
が
阻
害
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、

福
井
県
下
の
中
小
地
主
層
が
「
工
場
」
制
機
業
の
近

代
的
生
産
形
態
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
全
国
的
に

名
実
と
も
の
機
業
県
に
飛
躍
さ
せ
た
こ
と
に
つ
初
、

本
県
地
主
制
に
か
か
わ
る
注
目
す
べ
き
一
断
面
と
し

て
、
新
た
な
評
価
を
加
う
べ
き
も
の
と
思
考
さ
れ
る
。
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与土

①
近
世
か
ら
近
代
へ
の
歴
史
過
程
の
研
究
視
角

に
つ
き
、
近
年
さ
ま
ざ
ま
な
「
地
域
類
型
論
」
が

提
唱
さ
れ
て
い
る
。
戸
谷
敏
之
〔
東
北
日
本
型
・

西
南
日
本
型
〈
阿
波
型
・
摂
津
型
〉
〕
・
藤
田

五
郎
〔
後
進
地
帯
・
中
間
地
帯
・
先
進
地
帯
〕
・

古
島
敏
雄
〔
東
山
養
蚕
地
帯
・
摂
津
地
帯
〕

中
村
政
則
〔
東
北
型
・
養
蚕
型
・
近
畿
型
〕
等

の
諸
氏
の
各
所
説
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
、
商

品
生
産
の
進
展
度
の
差
異
や
商
品
経
済
化
の
深

浅
と
剰
余
の
有
無
等
に
基
づ
く
分
類
を
試
み
て

い
る
。
筆
者
は
後
進
的
な
「
東
北
型
し
と
先
進

的
な
「
近
畿
型
」
、
そ
れ
に
双
方
の
聞
に
位
置

上

福
井
県
下
の
地
主
制
展
開
過
程
の
一
考
察

づ
け
ら
れ
る
「
中
間
型
」
の
三
類
型
を
設
定
し

た
し

②
明
治
二
一
年
の
農
商
務
省
『
農
事
調
査
書
』

(
『
明
治
中
期
産
業
運
動
資
料
』
)
で
は
、
「
近

畿
型
」
の
府
県
は
す
べ
て
一
%
以
下
で
あ
る
の

に
対
し
、
「
東
北
型
」
・
「
中
間
型
」
で
は
一

%
以
上
を
占
め
る
諸
県
が
か
な
り
み
ら
れ
、
特

に
「
後
進
型
」
に
お
い
て
目
立
つ
。

③
通
常
小
作
地
率
の
進
展
度
が
、
地
主
制
展
開

の
一
応
の
指
標
と
な
る
が
、
「
近
畿
型
」
の
諸

府
県
で
は
明
治
二

0
1
二
五
年
代
で
い
ち
早
く

四
O
%
台
と
な
り
、
地
主
制
の
確
立
を
明
示
す

る
。
つ
ぎ
に
「
中
間
型
」
諸
県
で
は
、
三
六
年

で
ほ
と
ん
ど
が
四
O
%
台
と
な
り
、
さ
ら
に
「

東
北
型
」
諸
県
で
は
、
四
一
年
の
段
階
で
大
半

が
四
O
%
台
と
な
っ
て
、
地
主
制
が
確
立
す
る

こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
さ
い
北
陸
三
県
で
は
二

O
年
で
、
富
山
県
が
五
九
・
六
%
、
石
川
県
四

0
・
五
%
、
福
井
県
四

0
・
三
%
と
な
り
、
「

中
間
型
」
諸
県
の
な
か
で
は
「
近
畿
型
L

に
最

も
類
似
す
る
の
が
注
目
を
ひ
く
。

④
「
家
附
記
録
簿
」
(
第
一
号
)

i
二
六
年
〕
・
「
家
事
記
録
簿
」

〔
明
治
二

(
第
二
号
)

一
〔
明
治
二
七
l
二
一
四
年
〕
(
福
井
県
三
方
郡
三

方
町
小
堀
善
七
家
蔵
)
〔
『
福
井
県
史
』
(

資
料
編
一
O
〈
近
現
代
一
〉
福
井
県
刊
、
昭
和

五
八
年
)
所
収
〕
に
よ
る
。

⑤
「
福
井
県
農
工
銀
行
定
款
」
の
第
二
条
に
「

当
銀
行
ハ
農
業
工
業
ノ
改
良
発
達
ノ
為
資
本
ヲ

貸
付
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
」
と
規
定
し
、
同

銀
行
設
立
委
員
に
は
、
山
回
数
(
坂
井
郡
高
椋

村
)
・
藤
野
市
九
郎
(
坂
井
郡
本
荘
村
)
・
森
田

三
郎
右
衛
門
(
坂
井
郡
三
国
町
)
・
斎
藤
与
二

郎
(
今
立
郡
舟
津
村
)
・
久
保
九
兵
衛
(
丹
生
郡

三
方
村
)
ら
の
大
地
主
が
名
を
連
ね
る
。

⑥
地
主
制
の
後
退
過
程
を
日
本
資
本
主
義
の
発

展
段
階
に
対
応
さ
せ
る
研
究
視
角
か
ら
す
れ
ば

地
主
制
後
退
第
一
期
が
独
占
資
本
確
立
期
(
一

九
二
O
年
恐
慌
i
昭
和
恐
慌
)
に
相
応
す
る
こ

と
に
な
る
。
実
は
地
主
制
確
立
の
段
階
で
は
、

地
主
制
が
日
本
資
本
主
義
の
不
可
欠
の
一
環
と

し
て
構
造
的
に
定
置
さ
れ
、
い
っ
ぽ
う
日
本
資

本
主
義
も
地
主
制
を
不
可
欠
の
構
造
的
一
環
に

組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
地
主
制
の
後
退

と
は
、
日
本
資
本
主
義
に
対
し
て
も
っ
て
い
た

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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地
主
制
の
構
成
的
意
義
の
低
下
を
意
味
し
、
そ

れ
と
と
も
に
地
主
制
の
基
本
で
あ
る
地
主
・
小

作
関
係
が
動
揺
し
変
化
し
た
こ
と
を
現
わ
す
。

そ
の
た
め
肝
心
の
地
主
・
小
作
関
係
の
動
揺
・

変
化
を
、
地
主
経
営
の
具
体
的
動
向
や
農
民
運

動
の
高
揚
と
に
関
連
さ
せ
て
検
討
せ
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

⑦
「
大
正
八
年
一
一
月
一
二
日
小
作
米
及
自
作

米
収
穫
覚
L

・
「
大
正
一
三
年
四
月
田
畑
助
作

覚
」
(
福
井
県
高
浜
町
小
和
田
、
畠
中
左
近
家

蔵
)
に
よ
る
。

⑧
「
大
正
二
二
年
三
月
福
井
県
小
作
慣
行
調
査

童
百
」
(
『
農
政
調
査
会
文
書
』
農
林
水
産
省
農

業
総
合
研
究
所
蔵
)
。

⑨
「
足
羽
郡
上
文
殊
村
小
作
慣
行
調
査
事
項
」

(
福
井
市
西
袋
町
、
平
崎
伝
右
衛
門
家
蔵
)
。

⑬
第
一
七
章
「
小
作
ニ
関
ス
ル
慣
行
ノ
改
善
ヲ

要
ス
ル
諸
点
、
理
由
及
其
方
策
」
の

ωで
、
「

現
今
ノ
地
主
ハ
県
村
税
等
ノ
苛
税
ニ
苦
ミ
ツ
ツ

ア
ル
ハ
、
第
一
ニ
米
価
ノ
下
落
ニ
基
因
ス
ル
コ

ト
ハ
明
瞭
ナ
ル
モ
、
又
小
作
米
ヲ
増
加
セ
ザ
レ

パ
、
地
主
〆
財
政
ハ
収
支
償
ハ
ズ
シ
テ
負
債
ニ

負
債
ヲ
嵩
ネ
遂
一
一
大
破
産
ノ
窮
地
ニ
陥
ラ
ン
ト

シ
ツ
ツ
ア
リ
、
即
チ
五
ロ
ガ
農
界
ノ
中
産
階
級
タ

ル
地
主
ノ
破
滅
ヲ
防
ガ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
小
作

米
増
徴
実
行
ヲ
絶
叫
ス
ル
所
以
ナ
リ
」
と
、
地

主
側
の
窮
状
を
強
調
す
る
の
が
注
目
を
ひ
く
。

な
お
平
崎
家
の
明
治
三
二
年
に
お
け
る
農
業

経
営
に
か
か
わ
る
記
録
「
農
業
史
」
・
「
農
業

人
夫
記
」
(
『
同
家
文
書
』
〔
『
福
井
県
史
』
(

資
料
編
一

O
〈
近
現
代
一
〉
)
所
収
〕
)
か
ら
、

一
部
小
作
地
を
自
作
地
に
転
換
す
る
た
め
、
年

季
奉
公
人
を
雇
傭
す
る
な
ど
、
地
主
側
の
農
業

経
営
に
腐
心
す
る
実
情
が
明
確
に
う
か
が
わ
れ

づ。
⑪
「
内
外
海
村
小
作
慣
行
調
査
書
」
(
『
明
治

四
五
年
内
外
海
村
役
場
勧
業
書
類
』
小
浜
市
内

外
海
公
民
館
蔵
)

⑫
「
粟
田
部
村
小
作
慣
行
調
査
書
」
(
『
岡
本

村
役
場
文
書
』
今
立
郡
今
立
町
、
今
立
町
立
図

書
館
蔵
)
。

実
は
「
小
作
慣
行
調
査
」
の
前
年
、
九
年
二

1
四
月
に
、
同
村
一
円
に
大
が
か
り
な
小
作
争

議
が
生
起
し
て
い
る
。
小
作
人
(
約
一

O
O
人
)

の
小
作
料
減
額
要
求
の
な
か
に
、
耕
作
権
確
保

の
企
図
が
秘
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
地
主
側
と

対
等
交
渉
と
い
う
新
た
な
権
利
意
識
が
明
確
に

み
ら
れ
る
点
で
、
従
来
の
地
主
・
小
作
関
係
の

一
部
質
的
な
変
換
〈
地
主
制
の
後
退
〉
が
検
出

さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
翌
一

O
年
の
「
小
作
慣

行
調
査
書
」
の
な
か
に
、
そ
の
聞
の
事
情
の
一
断

面
が
う
か
が
わ
れ
で
は
な
は
だ
興
味
ぶ
か
い
。

⑬
全
国
的
に
み
て
、
租
税
収
入
中
に
占
め
る
地

租
の
比
重
が
、
大
正
六
年
(
ご
二
・
一
%
)
を

最
後
に
、
翌
七
年
(
九
・
七
%
)
か
ら
は
一

O

%
を
割
り
、
そ
の
後
は
低
下
の
一
途
を
た
ど
る
。

い
っ
ぽ
う
所
得
税
は
六
年
を
画
期
に
地
租
を
上

回
わ
り
、
そ
の
後
は
ま
す
ま
す
増
加
の
傾
向
を

と
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
(
日
本
統
計
研
究
所

編
『
日
本
経
済
統
計
集
』
に
よ
る
)
。
な
お
、

高
額
納
税
負
担
者
の
地
租
と
所
得
税
の
構
成
比

に
は
、
府
県
に
よ
り
か
な
り
時
期
的
な
ず
れ
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑪
神
立
春
樹
『
明
治
期
農
村
織
物
業
の
展
開
』

(
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
四
九
年
)
一
四
0

1
一
四
八
ペ
ー
ジ
参
照
。

⑮
関
正
治
・
南
侃
「
機
業
発
達
期
に
お
け
る
福

井
平
野
の
農
業
」
(
『
北
陸
農
業
試
験
場
報
告
』

第
七
号
、
昭
和
三
九
年
)
は
、
坂
井
郡
下
諸
村

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



13 

の
機
業
地
主
の
大
半
が
、
五
町
歩
以
下
の
所
有

規
模
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
ο

⑬
関
正
治
・
南
侃
「
機
業
発
達
期
に
お
け
る
福

井
平
野
の
農
業
」
(
前
掲
)
・
神
立
春
樹
『
明
治

期
農
村
織
物
業
の
展
開
』
(
前
掲
)
は
、
坂
井
郡

下
の
春
江
村
の
機
業
地
の
江
留
上
と
純
農
村
部

の
本
荘
村
下
番
と
を
比
較
し
、
江
留
上
で
は
反

収
が
明
治
三

O
年
ご
ろ
は
急
速
に
増
加
す
る
が
、

機
業
の
「
動
力
化
」
が
進
展
す
る
四

0
年
代
以
降

は
次
第
に
停
滞
的
と
な
る
の
に
対
し
、
本
荘
村

下
番
で
は
か
え
っ
て
反
収
が
増
加
し
、
大
正
初

年
で
江
留
上
を
追
い
越
す
こ
と
を
論
証
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
動
力
化
」
を
推
進
す
る
段
階
で

の
機
業
地
主
の
農
業
生
産
へ
の
関
心
度
の
低
下

を
如
実
に
物
語
る
点
で
、
大
い
に
注
目
し
た
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑪
土
地
制
度
史
学
会
編
『
資
本
と
土
地
所
有
』

(
農
林
統
計
協
会
、
昭
和
五
四
年
)
に
、
中
村
政

則
・
隠
峻
衆
二
了
西
田
美
昭
ら
の
諸
氏
に
よ
り

詳
細
に
報
告
さ
れ
る
と
お
り
、
近
年
来
「
日
本
近

代
化
」
の
歴
史
性
を
規
定
す
る
地
主
制
の
形
成
・

確
立
・
後
退
の
全
過
程
を
一
個
の
統
一
的
な
方

法
論
的
視
角
か
ら
把
握
す
る
精
力
的
な
研
究
が

上

福
井
県
下
の
地
主
制
展
開
過
程
の
一
考
察

進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
さ
い
特
に
日
本
海
地

域
の
北
陸
近
代
化
路
線
の
歴
史
的
性
格
を
見
究

め
、
ま
た
「
地
域
類
型
論
」
的
立
場
か
ら
「
中

間
型
」
地
域
の
特
質
を
解
明
す
る
た
め
に
も
、

と
り
わ
け
福
井
・
石
川
両
県
に
特
徴
的
な
機
業

経
営
と
地
主
制
と
の
緊
密
な
構
造
的
連
関
に
、

実
証
的
な
照
明
を
当
て
る
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
、

今
後
の
重
要
な
地
域
的
研
究
課
題
と
思
考
さ
れ

フ
但

⑬
福
井
県
の
め
ざ
ま
し
い
機
業
発
展
に
つ
き
、

北
陸
地
方
の
真
宗
地
帯
と
し
て
の
地
域
性
と
の

か
か
わ
り
に
つ
い
て
も
視
野
に
収
め
る
必
要
が

あ
る
。
つ
ま
り
真
宗
教
義
の
倫
理
性
〔
注
、

R
・

N
-
ベ
ラ

i
『
日
本
近
代
化
と
宗
教
倫
理
』
(

堀
・
池
田
訳
、
未
来
社
一
九
八
二
年
)
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
み
る
「
使
命

観
」
〈
召
命
観
〉
に
似
た
新
し
い
「
職
業
倫
理
」

の
生
成
で
あ
る
と
説
く
研
究
視
角
に
よ
る
〕
か

ら
み
て
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
「
不
断
の
禁
欲
的

な
職
業
労
働
を
義
務
と
す
る
倫
理
的
性
格
」
(
高

橋
幸
八
郎
『
近
代
社
会
成
立
史
論
』
御
茶
の
水
書

房
一
九
七
六
年
)
に
類
す
る
も
の
こ
そ
、
機
業
経

営
者
お
よ
び
機
業
労
働
者
〈
女
工
〉
の
双
方
に
大

き
な
教
育
力
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
事
実
同
県

下
の
機
業
場
で
、
明
治
後
期
の
機
業
発
展
期
に

当
た
り
、
企
業
内
の
宗
教
教
育
が
き
わ
め
て
活

発
化
し
た
こ
と
を
、
旧
東
京
高
商
の
コ
福
井
・
石

川
両
県
下
織
物
調
査
報
告
』
(
明
治
三
三
年
)
が

具
体
的
に
伝
、
え
る
。
い
っ
ぽ
う
群
馬
・
栃
木
両
県

の
現
地
調
査
で
、
「
工
女
ニ
ハ
宗
教
心
全
ク
欠
如

ス
ト
イ
フ
モ
可
也
(
後
略
)
」
(
東
京
高
商
『
両
毛

地
方
機
織
業
調
査
報
告
書
』
同
年
)
と
述
べ
る

の
は
、
ま
さ
し
く
福
井
・
石
川
岡
県
と
の
比
較

に
よ
る
も
の
と
考
え
た
い
。

〔
付
記
〕
本
稿
作
成
に
当
た
り
、
諸
資
料
の
借
覧

な
ど
種
々
御
高
配
を
わ
ず
ら
わ
し
た
福
井
県
史
編
さ

ん
室
・
農
林
水
産
省
農
業
総
合
研
究
所
・
福
井
県

農
林
水
産
部
総
合
農
政
課
の
方
々
に
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
る
。

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）




